
 

第３４６回宮城県議会（定例会）提出予定議案一覧 

 

Ⅰ 予算議案（１７件） 

 

１ 平成２６年度当初予算分（１５件） 

 

（１） 議第 12 号議案 

 

（２） 議第 13 号議案 

 

（３） 議第 14 号議案 

 

（４） 議第 15 号議案 

 

（５） 議第 16 号議案 

 

（６） 議第 17 号議案 

 

（７） 議第 18 号議案 

 

（８） 議第 19 号議案 

 

（９） 議第 20 号議案 

 

（10） 議第 21 号議案 

 

（11） 議第 22 号議案 

 

（12） 議第 23 号議案 

 

（13） 議第 24 号議案 

 

（14） 議第 25 号議案 

 

（15） 議第 26 号議案 

  

平成 26 年度 宮 城 県 一 般 会 計 予 算                     

宮 城 県 公 債 費 特 別 会 計 予 算                     平成 26 年度 

 宮城県母子寡婦福祉資金特別会計予算                     平成 26 年度 

宮城県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算 平成 26 年度 

 宮 城 県 農 業 改 良 資 金 特 別 会 計 予 算                     平成 26 年度 

宮城県沿岸漁業改善資金特別会計予算                     平成 26 年度 

宮城県林業・木材産業改善資金特別会計予算                     平成 26 年度 

宮 城 県 県 有 林 特 別 会 計 予 算                     平成 26 年度 

宮 城 県 土 地 取 得 特 別 会 計 予 算                     平成 26 年度 

宮城県土地区画整理事業特別会計予算                     平成 26 年度 

宮城県流域下水道 事業特別会計予算                     平成 26 年度 

宮 城 県 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計 予 算                     平成 26 年度 

宮 城 県 水 道 用 水 供 給 事 業 会 計 予 算                     平成 26 年度 

宮 城 県 工 業 用 水 道 事 業 会 計 予 算                     平成 26 年度 

宮 城 県 地 域 整 備 事 業 会 計 予 算                     平成 26 年度 



 

 

２ 平成２５年度補正予算分（２件） 

 

（１） 議第 27 号議案 

 

（２） 議第 28 号議案 

 

 

  

宮 城 県 一 般 会 計 補 正 予 算                     平成 25 年度 

宮城県工業用水道 事業会計補正予算                     平成 25 年度 



 

Ⅱ 予算外議案（６２件） 

 

１ 条例議案（３４件） 

 

（１） 議第 29 号議案 

 

 

 

（２） 議第 30 号議案 

 

 

 

 

 

 

い じ め 調 査 結 果 検 証 等 委 員 会 条 例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知事の諮問に応じ，学校の設置者又はその設置する学校が行 

ったいじめに係る重大事態に関する調査の結果等を調査審議す 

るため，宮城県いじめ調査結果検証等委員会を設置しようとす 

るもの 

 施行 平成２６年４月１日 

 所管 私学文書課 

○目的 いじめに係る重大事態に関する調査の結果等の調査審議 

○組織 委員７人以内 任期３年 

 

 

 

 

公立大学法人宮城大学に係る地方独立行政法人法第六条 

第四項に規定する条例で定める重要な財産を定める条例 

地方独立行政法人法の改正に伴い，公立大学法人宮城大学の 

有する県の出資等に係る財産のうち，不要となった場合県への 

返納を要する重要な財産について，条例で定めようとするもの 

 施行 平成２６年４月１日 

 所管 私学文書課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○主な内容 

 重要な財産あ認可に係る申請の日における帳簿価額が５０万円以上 

 重要な財産あのもの 



 

 

（３） 議第 31 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 議第 32 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

周 産 期 医 療 協 議 会 条 例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知事の諮問に応じ，周産期医療体制の充実強化に関する重要 

事項を調査審議するため，宮城県周産期医療協議会を設置しよ 

うとするもの 

 施行 平成２６年４月１日 

 所管 医療整備課 

○目的 周産期医療体制の充実強化に関する重要事項の調査審議 

○組織 委員１０人以内 任期２年 

小 児 医 療 協 議 会 条 例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知事の諮問に応じ，小児医療体制の充実強化に関する重要事 

項を調査審議するため，宮城県小児医療協議会を設置しようと 

するもの 

 施行 平成２６年４月１日 

 所管 医療整備課 

○目的 小児医療体制の充実強化に関する重要事項の調査審議 

○組織 委員１０人以内 任期２年 



 

 

（５） 議第 33 号議案 

 

 

 

 

 

 

（６） 議第 34 号議案 

 

 

 

 

地方独立行政法人宮城県立こども病院に係る地方独立行 

政法人法第六条第四項に規定する条例で定める重要な財 

産を定める条例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方独立行政法人法の改正に伴い，地方独立行政法人宮城県 

立こども病院の有する県の出資等に係る財産のうち，不要とな 

った場合県への返納を要する重要な財産について，条例で定め 

ようとするもの 

 施行 平成２６年４月１日 

 所管 医療整備課 

 

○主な内容 

 重要な財産あ認可に係る申請の日における帳簿価額が５０万円以上 

 重要な財産あのもの 

地方独立行政法人宮城県立病院機構に係る地方独立行政 

法人法第六条第四項に規定する条例で定める重要な財産 

を定める条例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方独立行政法人法の改正に伴い，地方独立行政法人宮城県 

立病院機構の有する県の出資等に係る財産のうち，不要となっ 

た場合県への返納を要する重要な財産について，条例で定めよ 

うとするもの 

 施行 平成２６年４月１日 

 所管 医療整備課 

○主な内容 

 重要な財産あ認可に係る申請の日における帳簿価額が５０万円以上 

 重要な財産あのもの 



 

 

（７） 議第 35 号議案 

 

 

 

 

 

（８） 議第 36 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

農 地 中 間 管 理 事 業 等 推 進 基 金 条 例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 農地中間管理事業その他の農用地の利用の効率化及び高度化 

を促進するための事業の推進を図るため，農地中間管理事業等 

推進基金を設置しようとするもの 

 施行 公布の日 

 あ所管 農業振興課 

 

○主な内容 

 基金の設置目的・管理・処分等 

い じ め 問 題 対 策 連 絡 協 議 会 条 例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あいじめ防止対策推進法の規定に基づき，宮城県いじめ問題対 

策連絡協議会を設置しようとするもの 

 施行 平成２６年４月１日 

 所管 高校教育課 

○目的 いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため 

○構成あ教育委員会が指名する学校，教育委員会，教育委員会が指名 

ああああする児童相談所，県の区域を管轄区域とする法務局，県警察 

ああああその他教育委員会が指名するいじめの防止等に関係する機関 

ああああ及び団体の長又はその指名するもの 



 

 

（９） 議第 37 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10） 議第 38 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

い じ め 防 止 対 策 調 査 委 員 会 条 例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あいじめ防止対策推進法の規定に基づき，宮城県いじめ防止対 

策調査委員会を設置しようとするもの 

 施行 平成２６年４月１日 

 所管 高校教育課 

○目的 いじめの防止等のための有効な対策等及び県立学校に在籍す 

○目的 る児童等に係るいじめの事案に関する調査審議 

○組織 委員２０人以内 任期２年 

職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員の定数及び警察官の階級別定数を改定しようとするもの 

 施行 平成２６年４月１日 

 所管 人事課 

○主な内容 

１１１知事部局の職員 ５，２９１人→あ５，３９１人（１００人増） 

１２１警察の職員 ああ４，４２０人→あ４，３７０人あ（５０人減） 

１３１学校教職員 あ１９，１３４人→１８，９７３人（１６１人減） 

 



 

 

（11） 議第 39 号議案 

 

 

 

 

（12） 議第 40 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特殊勤務手当の支給方法等について，所要の改正を行おうと 

するもの 

 施行 平成２６年４月１日 

 所管 人事課 

○主な内容 

１１ 刑事手当等１１手当の支給方法の見直し 

 ２ 技能試験業務手当等４手当の全部又は一部廃止 

 ３ 災害応急作業等手当の特例の新設 

 

 

 

 

 

 

 

各種使用料及び手数料並びに各種利用料金の上限額等の

改定に関する条例 

 

各種使用料及び手数料並びに各種利用料金の上限額等の改定 

を行おうとするもの 

 施行 平成２６年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○対象条例 

衛生試験手数料条例等２５条例 



 

 

（13） 議第 41 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（14） 議第 42 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種手数料の新設等，所要の改正を行おうとするもの 

 施行 平成２６年４月１日等 

 所管 財政課 

○主な内容 

 １あ保育士試験の全部の免除申請手数料の新設 

 ２ 技能検定実技試験受検料の改定 

３あタクシーメーター装置検査の申請手数料の改定 

４ 介護支援専門員実務研修等の受講料の改定 

５ 狩猟免許の更新申請手数料の改定 

宮 城 県 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 

 

 

 

 

 

 

エネルギーの使用の合理化に関する法律の改正に伴い，所要

の改正を行おうとするもの 

 施行 平成２６年４月１日等 

 所管 税務課 

○主な内容 

 文言の整理 



 

 

（15） 議第 43 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（16） 議第 44 号議案 

 

 

 

事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市再開発法等の改正に伴い，所要の改正を行おうとするも 

の 

 施行 平成２６年４月１日 

 所管 市町村課 

○主な内容 

 法定移譲事項となった条例で定める事務に係る規定の削除 

 

住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本人確認情報を利用できる事務を追加しようとするもの 

施行 平成２６年４月１日 

 所管 市町村課 

○新たに対象となる事務 

１あ農薬取締法による販売者の届出及び届出事項の変更の届出に関 

２する事務 

２あ土地区画整理法による意見書の提出に関する事務 

３あ介護福祉士等修学資金貸付条例による修学資金の貸付けに係る 

あ債権の回収に関する事務 

４す先天性血液凝固因子障害等に係る医療の給付に関する事務 

１あ介護福祉士等修学資金貸付条例による修学資金の貸付けに係る 

 

 

 

 



 

 

（17） 議第 45 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（18） 議第 46 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

財産の交換，譲与等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県有資産の有効活用を図るため，所要の改正を行おうとする 

もの 

 施行 平成２６年４月１日 

 所管 管財課 

○主な内容 

１あ行政財産である建物の屋根に太陽光発電設備を設置する場合の 

あ使用料の新設 

２あ消費税率の引上げに伴う各種使用料の改定 

震 災 対 策 推 進 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本大震災の教訓及び災害対策基本法の改正等を反映させ 

るため，所要の改正を行おうとするもの 

施行 平成２６年４月１日 

 所管 危機対策課 

○主な内容 

 １あ津波による災害への対策，減災に向けた対策の推進等を規定 

あ２あ災害対策基本法の改正に伴う用語の整理 

 



 

 

（19） 議第 47 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（20） 議第 48 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者行政活性化基金条例の一部を改正する条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費生活相談窓口の機能強化等を図る事業を継続するため， 

失効期日を延長しようとするもの 

 施行 公布の日 

 所管 消費生活・文化課 

○主な内容 

あ失効期日を平成２７年１２月３１日（改正前平成２６年３月３１日） 

まで延長 

社 会 福 祉 審 議 会 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法の改正等に伴い，所要の改正を行おうとするもの 

 施行 公布の日等 

 所管 保健福祉総務課 

○主な内容 

あ１あ委員の定数（４２人以内）の規定を追加 

 ２あ規定した委員の定数を平成２７年４月１日から改正 

あああ（４２人以内 → ２５人以内） 



 

 

（21） 議第 49 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（22） 議第 50 号議案 

 

 

 

 

地方独立行政法人宮城県立こども病院評価委員会条例の 

一部を改正する条例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員の定数について，所要の改正を行おうとするもの 

 施行 平成２６年４月１日 

 所管 医療整備課 

○主な内容 

あ委員の定数の規定の改正（６人以内あ→あ７人以内） 

  

指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基 

準等を定める条例及び指定障害児入所施設等の人員，設 

備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正す 

る条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法 

律の改正に伴い，所要の改正を行おうとするもの 

 施行 平成２６年４月１日 

 所管 障害福祉課 

○主な内容 

引用条項の移動 



 

 

（23） 議第 51 号議案 

 

 

 

（24） 議第 52 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に 

関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法 

律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運 

営に関する基準の改正に伴い，所要の改正を行おうとするもの 

施行 平成２６年４月１日 

 所管 障害福祉課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○主な内容 

１あ重度訪問介護の対象者の拡大 

２あ共同生活介護の共同生活援助への一元化 

薬 事 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

薬事法の改正に伴い，所要の改正を行おうとするもの 

 施行 平成２６年６月１２日 

 所管 薬務課 

○主な内容 

あ引用条項の移動 

  



 

 

（25） 議第 53 号議案 

 

 

 

（26） 議第 54 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の一部を改正する条 

例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あ一時的な雇用及び就業並びに東日本大震災からの復興に向け 

た安定的な雇用機会の創出等を図る事業を継続するため，失効 

期日を延長しようとするもの 

 施行 公布の日 

 所管 雇用対策課 

○主な内容 

あ失効期日を平成３０年３月３１日（改正前平成２９年３月３１日）ま 

で延長 

  

 

 

 

 

 

 

家 畜 検 査 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査方法を追加しようとするもの 

 施行 平成２６年４月１日 

 所管 畜産課 

○主な内容 

牛のヨーネ病の検査方法にリアルタイムＰＣＲ法を追加 

（４，３００円） 



 

 

（27） 議第 55 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（28） 議第 56 号議案 

 

 

 

 

 

漁 港 管 理 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入出港届の提出義務を緩和するとともに，使用料等を改定し 

ようとするもの 

 施行 平成２６年４月１日 

 所管 水産業基盤整備課 

○主な内容 

１あ入出港届の提出義務の緩和 

２あ消費税率の引上げに伴う使用料等の改定 

港 湾 施 設 等 管 理 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

港湾施設等使用料について，所要の改正を行おうとするもの 

 施行 平成２６年４月１日等 

 所管 港湾課 

○主な内容 

１あ使用料の徴収方法の改正 

２あ消費税率の引上げに伴う使用料の改定 

 

 

 

 



 

 

（29） 議第 57 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（30） 議第 58 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県 立 学 校 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県立高等学校の再編及び公立高等学校に係る授業料の不徴収 

及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の改正等に伴い， 

所要の改正を行おうとするもの 

 施行 平成２６年４月１日等 

 所管 高校教育課 

○主な内容 

あ１あ県立高等学校の再編統合に伴う宮城県登米総合産業高等学校の 

あああ新設並びに宮城県上沼高等学校，宮城県米山高等学校及び宮城 

あああ県米谷工業高等学校の廃止 

あ２あ授業料の不徴収に係る規定の削除 

あ３あ証明手数料の改定 

宮城県社会教育委員の設置に関する条例の一部を改正す 

る条例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会教育法等の改正に伴い，所要の改正を行おうとするもの 

 施行 平成２６年４月１日 

 所管 生涯学習課 

○主な内容 

委員の委嘱の基準に関する規定の新設 



 

 

（31） 議第 59 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（32） 議第 60 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県警察本部の内部組織に関する条例の一部を改正する条 

例 
 

 

 

 

 
組織改編に伴い，所要の改正を行おうとするもの 

 施行 平成２６年４月１日 

 所管 警察本部 

○主な内容 

あ留置施設に関する業務を警務部から総務部へ移管 

公安委員会関係手数料条例の一部を改正する条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正等に伴い， 

所要の改正を行おうとするもの 

 施行 平成２６年４月１日等 

 所管 警察本部 

○主な内容 

あ駐車監視員資格者講習等手数料の改定 



 

 

（33） 議第 61 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（34） 議第 62 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

留置施設視察委員会条例の一部を改正する条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の改正等に 

伴い，所要の改正を行おうとするもの 

 施行 平成２６年４月１日 

 所管 警察本部 

○主な内容 

あ委員の任期に関する規定の新設 

職業訓練指導員修学資金貸付条例を廃止する条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職業能力開発促進法施行規則の改正に伴い，貸付制度を廃止

しようとするもの 

 施行 平成２６年４月１日 

 所管 産業人材対策課 

 



 

 

２ 条例外議案（２８件） 

 

（１） 議第 63 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 議第 64 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定管理者の指定について（宮城県ライフル射撃場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮城県ライフル射撃場の指定管理者を指定することについて， 

地方自治法の定めるところにより，議会の議決を受けようとす 

るもの 

 所管 スポーツ健康課 

○主な内容 

あ１あ指定しようとする団体 宮城県ライフル射撃協会 

あ２あ指 定 の 期 間 平成２６年４月１日～ 

２あ 指 定 の 期 間 平成３１年３月３１日 

就学支援金の支給に関する事務の委託について（仙台市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仙台市立高等学校等に在学する生徒に対する就学支援金の支 

給に関する事務を仙台市に委託することについて，地方自治法 

の定めるところにより，議会の議決を受けようとするもの 

 所管 高校教育課 

 



 

 

（３） 議第 65 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 議第 66 号議案 

 

 

 

 

 

 

就学支援金の支給に関する事務の委託について（石巻市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石巻市立高等学校に在学する生徒に対する就学支援金の支給 

に関する事務を石巻市に委託することについて，地方自治法の 

定めるところにより，議会の議決を受けようとするもの 

 所管 高校教育課 

多 文 化 共 生 社 会 推 進 計 画 の 策 定 に つ い て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮城県多文化共生社会推進計画を策定することについて，多 

文化共生社会の形成の推進に関する条例の定めるところにより， 

議会の議決を受けようとするもの 

 所管 国際経済・交流課 

○計画の内容 

あ１あ計画策定の考え方 

あ２あ基本理念と基本方針 

あ３あこれまでの取組及び外国人県民を取り巻く現状・課題 

あ４あ施策の方向性と事業の取組方針 

あ５あ計画推進のために 



 

 

（５） 議第 67 号議案 

 

 

 

 

 

 

（６） 議第 68 号議案 

 

 

 

 

自然エネルギー等の導入促進及び省エネルギーの促進に 

関する基本的な計画の変更について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然エネルギー等の導入促進及び省エネルギーの促進に関す 

る基本的な計画を変更することについて，宮城県自然エネルギ 

ー等・省エネルギー促進条例の定めるところにより，議会の議 

決を受けようとするもの 

 所管 環境政策課 

○計画の内容 

○１あ基本計画の目的等 

○２あ現状と課題 

あ３あ基本方針と目標 

あ４あ目標達成に向けた県の施策 

あ５あ各主体の役割と連携・協働 

あ６あ計画推進のために 

包 括 外 部 監 査 契 約 の 締 結 に つ い て 

 

 

 

 

あ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

包括外部監査契約を締結することについて，地方自治法の定 

めるところにより，議会の議決を受けようとするもの 

  所管１行政経営推進課 

○主な内容 

１あ契約の始期 平成２６年４月４日 

２あ契約の金額 12,960,000円を上限とする額 

３あ契約の相手方 菅 博雄（公認会計士） 

 

 

あ 

 



 

 

（７） 議第 69 号議案 

 

 

 

 

（８） 議第 70 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

地方独立行政法人宮城県立こども病院が作成した業務運 

営に関する目標を達成するための計画の認可について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方独立行政法人宮城県立こども病院が作成した業務運営に 

関する目標を達成するための計画を認可することについて，地 

方独立行政法人法の定めるところにより，議会の議決を受けよ 

うとするもの 

  所管１医療整備課 

○計画の内容 

あ１あ中期計画の期間 

あ２あ県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関す 

あある目標を達成するためにとるべき措置 

あ３あ業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとる 

ああべき措置 

あ４あ予算，収支計画及び資金計画 

あ５あ短期借入金の限度額 

あ６あ重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画 

あ７あ剰余金の使途 

あ８あ料金に関する事項 

あ９あその他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措 

ああ置 

宮城県道路公社による有料道路の料金変更の同意につい 

て 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮城県道路公社の有料道路の通行料金の変更に係る許可申請 

に同意することについて，道路整備特別措置法の定めるところ 

により，あらかじめ議会の議決を受けようとするもの 

  所管１道路課 

○主な内容 

 １あ消費税率の引上げに伴う仙台松島道路の料金の改定 

 ２あＥＴＣマイレージ割引の割引率の改定 

 



 

 

（９） 議第 71 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10） 議第 72 号議案 

 

 

 

 

 

財産の処分について（砂押川河川災害復旧事業用地） 

 

 

 

 

 

 

 

 

） 

あ砂押川河川災害復旧事業用地として，仙台港多賀城地区緩衝 

緑地の一部等の県有地を国に譲渡することについて，地方自治 

法の定めるところにより，議会の議決を受けようとするもの 

  所管１財産利用推進室 

○処分しようとする財産の所在地○多賀城市大代一丁目３２番４の 

○処分しようとする財産の所在地○一部外１５筆 

○処 分 し よ う と す る 財 産○土地 22,317.47㎡○○○○○○ 

○処 分 金 額○491,163,329円○○○○○○○○ 

○処 分 の 相 手 方○国 

 

●委 託 金 額あ 19,551,000,000円 

あ委 託 金 額   →19,660,200,000円 

あ契約の相手方あ西松・佐藤・奥田・グリーン企画・上の組特 

あ契約の相手方あ定業務共同企業体 

ああ所管あ震災廃棄物対策課 

工事委託変更契約の締結について（災害廃棄物処理施設 

建設工事等を含む災害廃棄物処理業務（亘理名取地区（名 

取市）） ）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○議あ決あ日あ平成２３年１０月１８日あ議第２３８号議案 

○変あ更あ日あ平成２５年３月１９日あ議第８７号議案 

○変更の理由あ災害廃棄物処理量の見直し等による委託金額の変更 



 

 

（11） 議第 73 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

（12） 議第 74 号議案 

 

 

 

 

 

●委 託 金 額あ 24,821,364,750円 

あ委 託 金 額   →27,199,854,150円 

あ契約の相手方あ清水・フジタ・鴻池・東亜・青木あすなろ・ 

あ契約の相手方あ錢高・浅野特定業務共同企業体 

ああ所管あ震災廃棄物対策課 

工事委託変更契約の締結について（災害廃棄物処理施設 

建設工事等を含む災害廃棄物処理業務（気仙沼地区（南 

三陸町）） ）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

あ 

 

 

 

 

 

○議あ決あ日あ平成２４年３月５日あ議第９８号議案 

○変あ更あ日あ平成２５年３月１９日あ議第９１号議案 

○変更の理由あ災害廃棄物処理量の見直し等による委託金額の変更 

工事委託変更契約の締結について（災害廃棄物処理施設 

建設工事等を含む災害廃棄物処理業務（気仙沼地区（気 

仙沼市）） ）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あ 

 

あ委 託 金 額あ 64,113,510,300円 

あ委 託 金 額   →72,900,481,500円 

あ契約の相手方あ大成・安藤ハザマ・五洋・東急・西武・深松 

あ契約の相手方あ・丸か・小野良・阿部伊特定業務共同企業体 

ああ所管あ震災廃棄物対策課 

○議あ決あ日あ平成２４年５月２５日あ議第１２９号議案 

○変あ更あ日あ平成２５年３月１９日あ議第９２号議案 

○変更の理由あ災害廃棄物処理量の見直し等による委託金額の変更 



 

 

（13） 議第 75 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（14） 議第 76 号議案 

 

 

 

 

 

工事請負契約の締結について（五間堀川護岸等災害復旧 

工事（その３）） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●請 負 金 額あ 1,470,960,000円 

●契約の相手方あ株式会社佐藤建設 

●●所管あ河川課 

○施工地名あ岩沼市寺島地内外 

○工事内容あ復旧延長あＬ＝704.0ｍ 

あああああああ盛土工あＶ＝28,770㎥ 

あああああああ法覆護岸工 Ａ＝14,641㎡ 

あああああああ捨石工あＶ＝11,436㎥ 

あああああああ矢板工あＮ＝3,027枚 外 

○工ああ期あ議決の日の翌日～平成２８年３月２５日 

工事請負契約の締結について（五間堀川護岸等災害復旧 

工事（その４）） 

あ請 負 金 額あ 1,527,120,000円 

●契約の相手方あ春山建設株式会社 

●●所管あ河川課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○施工地名あ岩沼市寺島地内外 

○工事内容あ復旧延長あＬ＝763.1ｍ 

あああああああ盛土工あＶ＝31,310㎥ 

あああああああ法覆護岸工 Ａ＝15,947㎡ 

あああああああ捨石工あＶ＝9,210㎥ 

あああああああ矢板工あＮ＝3,180枚 外 

○工ああ期あ議決の日の翌日～平成２８年３月２５日 



 

 

（15） 議第 77 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（16） 議第 78 号議案 

 

 

 

 

 

工事請負契約の締結について（五間堀川護岸等災害復旧 

工事（その５）） 

あ請 負 金 額あ 1,230,336,000円 

●契約の相手方あ後藤・東亜復旧・復興建設工事共同企業体あ 

●●所管あ河川課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○施工地名あ岩沼市寺島地内外 

○工事内容あ復旧延長あＬ＝569.0ｍ 

あああああああ盛土工あＶ＝24,486㎥ 

あああああああ法覆護岸工 Ａ＝11,407㎡ 

あああああああ捨石工あＶ＝10,333㎥ 

あああああああ矢板工あＮ＝2,430枚 外 

○工ああ期あ議決の日の翌日～平成２８年３月２５日 

工事請負契約の締結について（砂押川等護岸等災害復旧

工事） 

●請 負 金 額あ 1,760,400,000円 

●契約の相手方あ株式会社橋本店 

●●所管あ河川課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○施工地名あ多賀城市大代地内外 

○工事内容あ復旧延長あＬ＝1,055.5ｍ 

あああああああ盛土工あＶ＝16,900㎥ 

あああああああ捨石工あＶ＝5,460㎥ 

あああああああ鋼矢板工あＮ＝2,155枚 

あああああああコンクリート被覆工あＡ＝24,500㎡ 外 

○工ああ期あ議決の日の翌日～平成２８年３月２５日 



 

 

（17） 議第 79 号議案 

 

 

 

 

 

 
 

 

（18） 議第 80 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事請負契約の締結について（女川港防波堤災害復旧工 

事（その４）） 

あ請 負 金 額あ 1,220,292,000円 

●契約の相手方あ東洋建設株式会社 

●●所管あ港湾課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○施工地名あ牡鹿郡女川町石浜地先 

○工事内容あ南防波堤 

あああああああケーソン製作・仮置きあＮ＝12函 

○工ああ期あ議決の日の翌日～平成２７年６月１２日 

工事請負変更契約の締結について（宮戸地区海岸堤防等 

災害復旧工事（その２）） 

あ請 負 金 額あ 1,656,660,600円 → 2,203,483,800円 

●契約の相手方あ奥田建設株式会社 

●●所管あ農村整備課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

○議 決 日あ平成２５年２月２０日あ議第３８号議案 

○変 更 日あ平成２５年６月１４日提出あ報告第８号 

○変更の理由あ施工内容の変更等による請負金額の変更 



 

 

（19） 議第 81 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

（20） 議第 82 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

工事請負変更契約の締結について（寒風沢地区海岸堤防 

等災害復旧工事） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

あ請 負 金 額あ 1,523,304,300円 → 1,926,137,850円 

●契約の相手方あ熱海建設株式会社 

●●所管あ農村整備課 

○議 決 日あ平成２５年２月２０日あ議第４０号議案 

○変 更 日あ平成２５年６月１４日提出あ報告第１０号 

○変更の理由あ施工内容の変更等による請負金額の変更 

工事請負変更契約の締結について（手 地区海岸堤防等 

災害復旧工事（その２）） 

あ請 負 金 額あ 453,184,200円 → 561,543,150円 

●契約の相手方あ熱海建設株式会社 

●●所管あ農村整備課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○施 工 地 名あ宮城郡松島町手 地内 

○工 事 内 容あ海岸堤防復旧延長あＬ＝343.3ｍ 

○工 事 内 容あ農地復旧工あＡ＝2.71ha 

○変更の理由あ施工内容の変更等による請負金額の変更 



 

 

（21） 議第 83 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

（22） 議第 84 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事請負変更契約の締結について（手 地区海岸堤防災 

害復旧工事） 

あ請 負 金 額あ 429,434,250円 → 727,305,600円 

●契約の相手方あ熱海建設株式会社 

●●所管あ農村整備課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○施 工 地 名あ宮城郡松島町手 地内 

○工 事 内 容あ海岸堤防復旧延長あＬ＝390.7ｍ 

○変更の理由あ施工内容の変更等による請負金額の変更 

工事請負変更契約の締結について（荒浜漁港導流堤災害 

復旧工事） 

あ請 負 金 額あ 1,337,700,000円 → 1,732,408,650円 

●契約の相手方あ東亜建設工業株式会社 

●●所管あ漁港復興推進室 

 

 

 

 

 

 

 

 

） 

 

 

 

 

 

○議 決 日あ平成２４年６月１８日あ議第１４８号議案 

○変更の理由あ施工内容の変更等による請負金額の変更 



 

 

（23） 議第 85 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

（24） 議第 86 号議案 

 

 

 

 

 
 

工事請負変更契約の締結について（気仙沼漁港桟橋等災 

害復旧工事） 

あ請 負 金 額あ 1,025,440,500円 → 1,134,669,900円 

●契約の相手方あ五洋建設株式会社 

ああ所管あ漁港復興推進室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○議あ決あ日あ平成２４年６月１８日あ議第１４９号議案 

○第一回変更あ平成２５年３月１９日あ議第９５号議案 

○第二回変更あ平成２５年７月８日あ議第１５４号議案 

○変更の理由あ施工内容の変更等による請負金額の変更 

工事請負変更契約の締結について（閖上漁港護岸災害復 

旧工事） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あ請 負 金 額あ 559,650,000円 → 677,525,100円 

●契約の相手方あ株式会社橋本店 

ああ所管あ漁港復興推進室 

○議あ決あ日あ平成２４年７月６日あ議第１６２号議案 

○変更の理由あ施工内容の変更等による請負金額の変更 



 

 

（25） 議第 87 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（26） 議第 88 号議案 

 

 

 

 

 

工事請負変更契約の締結について（寄磯漁港防波堤等災 

害復旧工事） 

あ請 負 金 額あ 1,585,745,700円 → 1,619,596,650円 

●契約の相手方あ若築建設株式会社 

ああ所管あ漁港復興推進室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○議あ決あ日あ平成２４年１０月１１日あ議第２１４号議案 

○変あ更あ日あ平成２５年７月８日あ議第１５６号議案 

○変更の理由あ施工内容の変更等による請負金額の変更 

工事請負変更契約の締結について（桃ノ浦漁港物揚場等 

災害復旧工事） 

あ請 負 金 額あ 675,433,500円 → 819,628,950円 

●契約の相手方あみらい建設工業株式会社 

ああ所管あ漁港復興推進室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○議あ決あ日あ平成２４年１０月１１日あ議第２１５号議案 

○変あ更あ日あ平成２５年１１月２２日提出 報告第１０４号 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 



 

 

（27） 議第 89 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（28） 議第  90 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

工事請負変更契約の締結について（女川港岸壁等災害復 

旧工事） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あ請 負 金 額あ 1,000,132,350円 → 1,096,879,350円 

●契約の相手方あ株式会社丸本組 

ああ所管あ港湾課 

○議あ決あ日あ平成２４年３月５日あ議第１０８号議案 

○第一回変更あ平成２５年６月１４日提出あ報告第５０号 

○第二回変更あ平成２５年７月８日あ議第１５８号議案 

○変更の理由あ施工内容の変更等による請負金額の変更 

平成２６年度流域下水道事業受益負担金について 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度の各流域下水道事業の維持管理に係る関係市町 

村の受益負担金について，下水道法の定めるところにより，議 

会の議決を受けようとするもの 

所管 下水道課 

○ 



使用料及び手数料の新設・改定・廃止の主な内容

議案番号 一部改正を行う条例

細菌学的検査，血清学的検査，
臨床検査，血液検査及び医動物
検査の各手数料

診療報酬点数算定額の八
割に相当する額に100分
の105を乗じて得た額以
内で知事が定める額

→

診療報酬点数算定額の八
割に相当する額に100分
の108を乗じて得た額以
内で知事が定める額

環境衛生試験，食品・医薬品等
衛生試験各検査手数料

5,200円～201,000円 → 5,300円～206,000円

県民会館条例 会館の利用料金の上限額 600円～499,000円 → 700円～511,000円

民間非営利活動拠点施設条例
事務室利用料金，展示室利用料
金，レストラン利用料金の各上
限額

4,000円～18,000円 → 4,100円～18,500円

保健所使用料等条例
診断書・証明書交付手数料，接
種料，検査料

診療報酬点数算定額の八
割に相当する額に100分
の105を乗じて得た額以
内で知事が定める額

→

診療報酬点数算定額の八
割に相当する額に100分
の108を乗じて得た額以
内で知事が定める額

医師の意見書交付手数料
（拓桃医療療育センター，子ど
も総合センター，リハビリテー
ション支援センター）

3,150円～5,250円 → 3,240円～5,400円

衛生技術者養成施設条例 各種証明書発行手数料 300円 → 400円

医師の意見書交付手数料 3,150円～5,250円 → 3,240円～5,400円

温泉法施行条例
土地の掘削の許可申請手数料，
温泉利用の許可申請手数料等

7,400円～120,000円 → 8,000円～127,000円

毒物及び劇物取締法施行条例 毒物劇物取扱者試験受験手数料 10,500円 → 11,000円

職業能力開発校条例 各種証明書交付手数料 300円 → 400円

野営場条例 野営場の使用料 160円～350円 → 200円～430円

農業大学校条例 各種証明書交付手数料 300円 → 400円

家畜人工授精手数料条例 牛精液譲渡料の上限額 3,000円～10,000円 → 10,000円～30,000円

木材等試験手数料条例
木材の強度試験申請手数料，合
板及び集成材の接着性能試験申
請手数料

4,200円 → 4,300円

公共用財産管理条例 公共用財産使用料

使用期間が一ヶ月未満の
場合の使用料の額

　　　　 　57円～570円

→

占用期間が一ヶ月未満の
場合の使用料の単価

　　　　　 60円～600円

道路占用料等条例 道路占用料

占用期間が一ヶ月未満の
場合の占用料の計算方法

一年あたりの単価を12で
除して得た額に1.05を乗
じて得た額等

→

占用期間が一ヶ月未満の
場合の占用料の計算方法

一年あたりの単価を12で
除して得た額に1.08を乗
じて得た額等

海岸占用料等条例 温泉源に係る占用料

占用期間が一ヶ月未満の
場合の占用料の額

　　　　　　 　3,800円

→

使用期間が一ヶ月未満の
場合

　　　　　     3,900円

発電に係る流水占用料

2,000円×常時理論水力
＋450円又は1,000円×
（最大理論水力－常時理
論水力）

→

2,100円×常時理論水力
＋450円又は1,000円×
（最大理論水力－常時理
論水力）

港湾区域内等における行為の
許可に関する条例

占用料，土砂採取料 97円～2,592円 → 100円～2,604円

行為をする場合の使用料，ヨッ
ト艇庫使用料

4,200円～55,000円 → 4,300円～56,500円

有料公園施設の利用料金の基準
額

1,750円～1,300,000円 → 1,800円～1,330,000円

行為使用料 6,600円～32,400円 → 6,700円～33,300円

宮城県サッカー場等の利用料金
の基準額

350円～26,000円 → 360円～26,700円

ライフル射撃場条例 射撃場の利用料金の基準額 800円～29,600円 → 820円～30,400円

婦人会館条例 研修室の利用料金の上限額 7,400円～25,700円 → 7,500円～26,400円

美術館条例 県民ギャラリーの使用料 12,500円 → 13,100円

歴史博物館条例 講堂の使用料 16,700円～44,500円 → 17,100円～45,700円

県立都市公園条例

条例名 主な内容

総合運動場条例

1

各種使用料及び手数料
並びに各種利用料金の
上限額等の改定に関す
る条例

議第40号議案

衛生試験手数料条例

社会福祉施設条例

精神保健福祉センター使用料
等条例

流水占用料等条例



使用料及び手数料の新設・改定・廃止の主な内容

議案番号

小型漁船の総トン数の測度申請手数料 14,000円～37,000円 → 14,500円～38,000円

保育士試験の全部の免除申請手数料 新規 → 2,400円

家畜商免許申請手数料 1,600円～2,500円 → 1,800円～3,500円

家畜商講習会受講料 3,500円 → 3,700円

家畜人工授精講習会受講料 31,000円 → 44,000円

家畜人工授精師免許申請手数料 1,800円 → 2,000円

宗教法人認証書の謄本の交付請求手数料 新規 → 500円

宗教法人規則等の謄本の交付請求手数料 新規 → 500円

旧宗教法人の権利義務の承継についての証明申請手数料 新規 → 500円

旅券法改正による一般旅券の記載事項を訂正する制度の廃
止

200円 → 廃止

特定公益増進法人であることの証明書の交付申請手数料 新規 → 500円

宗教法人が保育所の用に供する不動産の登録免許税非課税
証明の交付申請手数料

新規 → 1,000円

農業協同組合等が農業倉庫の用に供する不動産等の登録免
許税非課税証明の交付申請手数料

910円 → 1,100円

技能検定実技試験受検料 8,100円～16,500円 → 8,700円～17,900円

タクシーメーター装置検査申請手数料 700円 → 900円

基準器検査申請手数料 480円～34,000円 → 1,200円～34,500円

介護支援専門員実務研修受講試験の受験料 8,200円 → 8,400円

介護支援専門員実務研修受講料 25,000円 → 25,700円

介護支援専門員再研修受講料 25,000円 → 25,700円

介護支援専門員更新研修受講料 7,000円～25,000円 → 7,500円～25,700円

定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスに
かかる介護サービス情報の調査手数料

新規 → 25,000円

定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスに
かかる介護サービス情報の公表手数料

新規 → 6,000円

狩猟免許の更新申請手数料 2,800円 → 2,900円

特定保険業の認可特例期間の終了による廃止 150,000円 → 廃止

建物の屋根等に太陽光発電設備を設置する場合の使用料 新規 →
使用する面積に知事が定
める額を乗じて得た金額
に1.08を乗じて得た金額

建物の使用料

建物延べ面積に対する使
用する面積の割合を建物
価額に乗じて得た額の
10.5％に相当する額

→

建物延べ面積に対する使
用する面積の割合を建物
価額に乗じて得た額の
10.8％に相当する額

土地の使用料

（建物の使用に伴い土地の使用料を加算する場合）

土地面積に対する使用す
る面積の割合を土地価額
に乗じて得た額の4.2パー
セントに相当する金額

→

土地面積に対する使用す
る面積の割合を土地価額
に乗じて得た額の4.32
パーセントに相当する金
額

4
家畜検査手数料条例の
一部を改正する条例

議第54号議案 牛のヨーネ病の検査（リアルタイムＰＣＲ法による検査） 新規 → 4,300円

岸壁，物揚場，桟橋使用料
水揚金額に千分の0.63を

乗じて得た額
→

水揚金額に千分の0.648を
乗じて得た額

泊地，船舶保管施設，倉庫使用料 420円～123,600円 → 450円～127,000円

駐車場利用料金の上限額 5,000円 → 5,100円

7
港湾施設等管理条例の
一部を改正する条例

議第56号議案 係留施設，荷さばき施設，保管施設等使用料 1.9円～1,050,000円 → 2円～1,080,000円

8
県立学校条例の一部を
改正する条例

議第57号議案 各種証明書交付手数料 300円 → 400円

9
公安委員会関係手数料
条例の一部を改正する
条例

議第60号議案 運転適性検査手数料，駐車監視員資格者証講習手数料 400円～19,000円 → 550円～20,000円

手数料条例の一部を改
正する条例

6
漁港管理条例の一部を
改正する条例

議第55号議案

3
財産の交換，譲与等に
関する条例の一部を改
正する条例

議第45号議案

議第41号議案

条例名 主な内容

2


